営業代行覚書

下記契約の成立を証するため、本覚書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印またはこれに代わる電子署名を施し、甲乙各１通を保管する。

第１条（業務内容）
name（以下「乙」という）は、name（以下「甲」という）に対し、以下に定める業務（以下「本業務」という。）を行う。
・甲又は甲の関連会社の行う事業に関する営業業務

第２条（報酬と経費）
甲は乙に対して、本業務の報酬として、事前に見積書にて承諾した金額を本件、営業代行業務開始前に支払う。以降、依頼対象月の前月末限にて現金振込とする。又、振込手数料は甲が負担する。乙が甲に対する本件営業代行業務を遂行するために要した交通費（出張費、宿泊費等を含む）・経費は、甲の認める範囲で乙に対し実費として現金にてこれを支払うものとする。
→月末締め翌月末払いに変更
→見積もり金額、期間が変更となった場合、どうなるのか確認

第３条（機密保持）
乙が本件営業代行業務の遂行上知り得た甲の経営内容その他業務に関連する機密情報につき、乙は、甲が事前に承諾した者以外の第三者に漏洩してはならない。乙がこれに違反した場合、甲は、乙に対しその損害の賠償を請求することができる。
２．前項は、本契約の終了後も効力を有する。

第4条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、 相手方に対して、暴力団および暴力団関係者等、総会屋等、社会運動等を標榜して不当な利益や行為を要求する団体または個人、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
２．甲および乙は、相手方に対して、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為

第5条（契約期間）
本契約の期間は、2023年8月１日から一年間とする。活動満了日より30日前に乙から甲へ、期間延長の意思確認を行う。甲より延長承諾を得た際には、以降の活動内容・期間を確認し報酬額を確認決定し、他に関しては同一条件をもって、延長される。
→契約期間をどうするか
→見積もりとの整合性をどうするか

第6条（解約）
甲および乙は本契約期間中であっても、３０日前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。3.前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。
→契約期間をどうするかに応じて変更？

第7条（活動不能の場合）
万一、天災・事故などで乙が契約月内に活動が不可能になった場合、甲の請求により費用の返還が可能である

第８条（協議事項）
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

第９条（管轄の合意）甲及び乙は本契約および本契約に基づく個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以下、余白
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